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●風致地区（P9,33,34,36,78）

都市計画法に基づく地域地区の一種で、自然の景勝

地、公園、沿岸、緑豊かな低密度住宅地などで都市

の風致を維持するために定められた地区のこと。建

築物の建築、宅地の造成、木材の伐採に制限がある。

●ボランティアU.D 監視員（P44,83）

市民のボランティアによる不法投棄監視員のこと。

築物の建築、宅地の造成、木材の伐採に制限がある。

●ホルムアルデヒド（P56）

強い刺激臭のある引火性の気体で揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）の一種。住宅用建材や家具の接着剤など

に広く用いられているが、高温・高湿度条件下で揮

発しやすくなり、人の皮膚や眼を刺激するなどの影

響がある。

●緑の基本計画（P35,36）

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に進めることを目的と

する計画。

●要請限度（P15,50）

騒音規制法に基づき、市町村長が都道府県公安委員

会に対し、道路交通法の規定による措置を要請する

ものとされた騒音レベルのこと。
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